
幻
べ

も
●
日
日
１ Ｊ麻

生
国
務
大
臣

上 野
田
国
務
大
臣

内
閣
総
理
大
臣

荊
卸
‐
苧
２
，
！
‐卜
坤
〃
〆
寺

川

国
務
大
臣

｢'il
卜

P

ー

心墨糸 丞、

齋
藤

加世
耕 藤

閣 i
.．’

’

同
井
上
宏

１
４
．

検
事
榊
原

夫

林
国
務
大
臣
“
″
塞
麹

中

川

国
務
大
臣

産

河
野
国
務
大
臣

”
＃
・
務
麦
塵
及
乍
菅
国
務
大
臣

参
鈴
木
国
務
大
臣
蚕金

松
山
国
務
大
臣

L 一一㎡ 一

内
閣
人
第
二
一
二
号

起案

平
成
一
言
年
一
一
具
且
日

裁
可

平
成
年
月
日

平
成
年
月
日

上
奏

一
○
年
二
月
一
六
日

｜
施
行

平
成
年
月
日

上
へ
一
正

、
ｖ
ｆ
Ｌ
グ
ｊ
〃

平
成
琴



’

’

1

I
｜|内 閣

１

１
１

｜

｜
’

（
以
上
二
月
二
十
六
日
予
定
）

願
に
依
り
本
官
を
免
ず
る

検
事
長
野
々
上
尚

最
高
裁
判
所
判
事
に
任
命
す
る

検
事
長
三
浦
守

検
事
長
に
任
命
す
る



「~－－ 法務省人検第39号

平成30年2月15日

内閣総理 大臣殿

‐

1
中
心
毎
１
６
Ⅱ
Ｄ
二
日
■
ｑ
６
Ｉ
ｆ
Ｉ
Ｇ
△
Ｇ
８
・

’１
１｜

’

'／

法務大 臣

L

下記のとおり人事異動を実施したいので，閣議の上，発令方願います。

なお，本件は，大阪高等検察庁検事長三浦守の最高裁判所判事への転出に伴

い， その後任に札幌高等検察庁検事長上野友慈を，その後任に名古屋地方検察

庁検事正井上宏を， また，福岡高等検察庁検事長野々上尚の退官に伴い， その

後任に大阪地方検察庁検事正榊原一夫をそれぞれ充てようとするものであります。

記

名古屋地方検察庁検事正 検 事 井上 宏

大阪地方検察庁検事正 検 事 榊原一夫

検事長に任命する

福岡高等検察庁検事長 検事長 野々上 尚

願に依り本官を免ずる

(発令希望日 平成30年2月26日付け）

回

」
|法務省’



五
七
一
○
三
○
司
法
試
験
第
二
次
試
験
合
格

五
八
三

東
京
大
学
法
学
部
卒
業

″

四
一
司
法
修
習
生
を
命
ず
る

六
○
四
四
司
法
修
習
生
の
修
習
終
了

″

″

五
検
事
二
級
（
東
京
地
方
検
察
庁
検
事
）
に
任
命
す
る

六
一
三
二
五
仙
台
地
方
検
察
庁
検
事
に
配
置
換
す
る

－
１
秤
嚥
元
三
二
八
甲
府
地
方
検
察
庁
検
事
に
配
置
換
す
る

三
四
一
東
京
地
方
検
察
庁
検
事
に
配
置
換
す
る

五
四
一
一
法
務
事
務
官
（
法
務
省
刑
事
局
付
）
に
併
任
す
る

Ｌ
七
一
Ｑ
｜
篝
事
務
宣
薙
蕊
省
刑
事
局
付
》
鱈
併
任
を
解
除
割
る

四
斤
い
一
訓
斗
蕊
蕊
蕊
謹
霊
騨
騰
鯛
萱
員
一
に
僻
…

三
○
一
司
法
試
験
第
二
次
試
験
合
格

東
京
大
学
法
学
部
卒
業

司
法
修
習
生
を
命
ず
る

東
京
地
方
検
察
庁
検
事
に
配
置
換
す
る

法
務
事
務
官
（
法
務
省
刑
事
局
付
）
に
併
任
す
る

法
務
事
務
官
（
法
務
省
刑
事
局
付
）
の
併
任
を
解
除
す
る

甲
府
地
方
検
察
庁
検
事
に
配
置
換
す
る

東
京
地
方
検
察
庁
検
事
に
配
置
換
す
る

｜

’法 務 省

嬬|:|：
本
籍

月
一
日
一

1

』

事

可

■１．Ｎ翰
氏

名
、
ｒ

昭
和
三
二
年
六
月
一
七
日

井 い
の
津
う
え上

庁
総｜内

法
務
省

最
高
裁

司
法
試
験
管
理
委
員
会

‘

務
pO

ノノ 〃〃 ﾉノ 〃 〃

ひ
ろ
し

判
宏

名
庁｜閣 所



1

法 務 省

〃

一

七

一

四

一
一
一
一’I 一

一
一

一
一

一

○

平
成
八
年

八 一 四 四■ 四 四 四

一
一 月

自

五

一
一

一 一 ■ 一
一 一

一
一 一

日

法
務
省
刑
事
局
総
務
課
企
画
調
査
室
長
に
充
て
る
こ
と
を
解
く

法
務
省
大
臣
官
房
司
法
法
制
部
司
法
法
制
課
長
に
充
て
る

か
ね
て
法
務
省
刑
事
局
総
務
課
企
画
調
査
室
長
に
充
て
る

法
務
省
刑
事
局
参
事
官
に
充
て
る

法
務
省
刑
事
局
刑
事
法
制
課
刑
事
法
制
企
画
官
に
充
て
る
こ
と
を
解
く

か
ね
て
法
務
省
刑
事
局
参
事
官
に
充
て
る

か
ね
て
法
務
省
刑
事
局
刑
事
法
制
課
刑
事
法
制
企
画
官
に
充
て
る

岩
国
区
検
察
庁
検
事
の
併
任
を
解
除
す
る

法
務
省
刑
事
局
付
に
充
て
る

東
京
地
方
検
察
庁
検
事
に
配
置
換
す
る

岩
国
区
検
察
庁
上
席
検
察
官
を
命
ず
る

岩
国
区
検
察
庁
検
事
に
併
任
す
る

山
口
地
方
検
察
庁
岩
国
支
部
長
を
命
ず
る

山
口
地
方
検
察
庁
岩
国
支
部
勤
務
を
命
ず
る

山
口
地
方
検
察
庁
検
事
に
配
置
換
す
る

●
》
◆

総
理
府
事
務
官
（
行
政
管
理
局
）
の
併
任
を
解
除
す
る

総
理
府
事
務
官
（
行
政
改
革
委
員
会
事
務
局
上
席
調
査
員
）
の
併
任
を
解
除
す
る

事

項

〃 〃 〃 〃 I 〃
法
務
省

総
務
庁

内
閣
庁
名

2丁
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法 務 省

－

〃

一

一

一

四 ’I 一
一

三 〃

一
一
一
一

一
一
一

更

○

一

九 ﾉノ

平
成
一
八

年

一
一

▲ ■
坐

○ 七 四 七 四 四 〃 四
月

三

○

圭 一

七 ■ ユ

一

二 －

一

七 七
一

九 一
日

法
務
省
大
臣
官
房
審
議
官
（
総
合
政
策
統
括
担
当
）
に
充
て
る
こ
と
を
解
く

ﾉノ

奈
良
地
方
検
察
庁
検
事
正
に
配
置
換
す
る

か
ね
て
法
務
省
大
臣
官
房
審
議
官
（
総
合
政
策
統
括
担
当
）
に
充
て
る

〃

法
務
省
大
臣
官
房
付
に
充
て
る

’
法
務
省
大
臣
官
房
会
計
課
長
に
充
て
る

I〃

最
高
検
察
庁
検
事
に
配
置
換
す
る

最
高
検
察
庁
検
事
の
併
任
を
解
除
す
る

〃

法
務
省
大
臣
官
房
会
計
課
長
に
充
て
る

最
高
検
察
庁
検
事
に
併
任
す
る

〃

法
務
省
刑
事
局
公
安
課
長
に
充
て
る
こ
と
を
解
く

ﾉノ

法
務
省
刑
事
局
公
安
課
長
に
充
て
る

〃

こ
と
は
終
了
し
た

ﾉノ

法
務
省
大
臣
官
房
司
法
法
制
部
司
法
法
制
課
総
合
法
律
支
援
推
進
室
長
に
充
て
る

に
充
て
る

〃

か
ね
て
法
務
省
大
臣
官
房
司
法
法
制
部
司
法
法
制
課
総
合
法
律
支
援
推
進
室
長

法
務
省
大
臣
官
房
司
法
法
制
部
司
法
法
制
課
長
に
充
て
る

法
務
省

東
京
高
等
検
察
庁
検
事
に
配
置
換
す
る

事
項

一
庁
名

3丁
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ノI

二」

法 務 省

〃 〃

一
一

九 〃

平
成
一

一
一
ハ

年

ユ
ハ 二 － 七

一
ハ
月

一
一

三

一

四

一

七

ー一

八 了 ~‐ 口 日

全

名
古
屋
地
方
検
察
庁
検
事
正
に
配
置
換
す
る

最
高
検
察
庁
監
察
指
導
部
長
を
命
ず
る

法
務
省
入
国
管
理
局
長
に
充
て
る
こ
と
を
解
く

法
務
省
入
国
管
理
局
長
に
充
て
る

最
高
検
察
庁
検
事
に
配
置
換
す
る 事
項

〃 〃 〃 〃

法
務
省

庁
名

4丁

上

ー



F1 ｜
’

法 務 省
蓋q 碑

五
六

一○

『

五
七
一
三！
″
’
四

五
九
・

四

隼’翁|ゞ|､瞳H#
現
住
所

出
生
地

本
籍

〃

｜
月
一
日
一

七’四’四’三’三’三 ﾉノ

二l-l-lズ|毛|壷'五'四|－
一
一
一
一

司
法
試
験
第
二
次
試
験
合
格

東
京
大
学
法
学
部
卒
業

司
法
修
習
生
を
命
ず
る

司
法
修
習
生
の
修
習
終
了

■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
旧
■
■
■
旧

検
事
二
級
（
札
幌
地
方
検
察
庁
検
事
）
に
任
命
す
る

札
幌
地
方
検
察
庁
岩
見
沢
支
部
勤
務
を
命
ず
る

前
橋
地
方
検
察
庁
検
事
に
配
置
換
す
る

東
京
地
方
検
察
庁
検
事
に
配
置
換
す
る

山
形
地
方
検
察
庁
検
事
に
配
置
換
す
る

東
京
地
方
検
察
庁
検
事
に
配
置
換
す
る

大
蔵
事
務
官
（
証
券
取
引
等
監
視
委
員
会
事
務
局
総
務
検
査
課
課
長
補
佐
）
に
併

任
す
る

事

i

1

出
生
年
月
日
一
昭
和
三
三
年
八
月
六
日

Ｉ
Ｉ

項

一
庁

項
氏

名

さ
か
き
ば
ら
か
ず
お

榊
原
一
夫

大
蔵
省

法
務
省

最
高
裁
判
，
所

司
法
試
験
管
理
委
員
会

凸

〃 ﾉノ ﾉノ 〃 〃 ﾉノ

’ 名



ヨ ｜

’
’ 法 務 省

年
一
月

平
成
五
一
七

七
一
四

○
二

四

八 〃〃

四五’四 〃

三'三'二|日一
一
怯
務
大
臣
官
房
人
事
課
付
に
充
て
る

一
一
法
務
教
官
（
法
務
総
合
研
究
所
教
官

法
務
教
官
（
法
務
総
合
研
究
所
教
官

証
券
取
引
等
監
視
委
員
会
事
務
局
総
務
検
査
課
証
券
取
引
検
査
官
に
併
任
す
る

証
券
取
引
等
監
視
委
員
会
事
務
局
総
務
検
査
課
証
券
取
引
検
査
官
の
併
任
を
解
除

す
る
大
蔵
事
務
官
（
証
券
取
引
等
監
視
委
員
会
事
務
局
総
務
検
査
課
課
長
補
佐
）
の
併

佐
賀
地
方
検
察
庁
検
事
に
配
置
換
す
る

・
法
務
総
合
研
究
所
総
務
企
画
部
付
）
に
併

任
す
る

法
務
大
臣
官
房
人
事
課
付
に
充
て
る
こ
と
を
解
く

法
務
教
官
（
法
務
総
合
研
究
所
教
官
・
法
務
総
合
研
究
所
総
務
企
画
部
）
の
併
任

佐
賀
区
検
察
庁
上
席
検
察
官
を
命
ず
る

佐
賀
地
方
検
察
庁
次
席
検
事
を
命
ず
る

佐
賀
区
検
察
庁
検
事
に
併
任
す
る

証
券
取
引
等
監
視
委
員
会
事
務
局
総
務
検
査
課
証
券
取
引
審
査
官
の
併
任
を
解
除

す
る
任
を
解
除
す
る

証
券
取
引
等
監
視
委
員
会
事
務
局
総
務
検
査
課
証
券
取
引
審
査
官
の
併
任
を
解
除

一
榊
原
一
夫
一

事
項

一
庁
名
－

田
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
３
Ｉ
黙
可
、
１
３
５
胤
鋼
ｑ
嘩
具
．
＃
ｇ
Ｅ
，
１
０
３
二
Ⅲ
Ⅱ
‐
Ⅱ
龍
Ⅱ
唾
蓄
Ｒ
Ｂ
毎
１
１
乗
．

証
券
取
引
等
監
視
委
員
会
事
務
局
総
務
検
査
課
証
券
取
引
審
査
官
に
併
任
す
る
一
大
蔵
省
一

１
１
１
１
１ 法

務
省

Iﾘ
ﾉﾉﾉノ 〃 〃 ﾉノ



1

法 務 省

一
一

○

一 一毛

九

一

七

→

七

一

一
ハ 〃

－

一
平
成
一
五

D

I

年

四 四

一
一
一 四 八 七 四

月

七

一

一
一
ハ

－

｛
ハ

一 = 一

、－◆

一
一

八 一
日

大
阪
地
方
検
察
庁
検
事
に
配
置
換
す
る

大
阪
地
方
検
察
庁
検
事
に
併
任
す
る

ﾉノ

大
阪
高
等
検
察
庁
検
事
に
配
置
換
す
る

法
務
省
刑
事
局
国
際
課
長
に
充
て
る

〃

法
務
省
入
国
管
理
局
総
務
課
長
に
充
て
る

Ｐ

〃

東
京
高
等
検
察
庁
検
事
に
配
置
換
す
る

法
務
省
入
国
管
理
局
総
務
課
長
に
充
て
る

〃

唐
津
区
検
察
庁
検
事
の
併
任
を
解
除
す
る

〃

佐
賀
区
検
察
庁
検
事
の
併
任
を
解
除
す
る

佐
賀
地
方
検
察
庁
唐
津
支
部
長
を
免
ず
る

佐
賀
地
方
検
察
庁
唐
津
支
部
勤
務
を
免
ず
る

法
務
省
入
国
管
理
局
参
事
官
に
充
て
る

東
京
地
方
検
察
庁
検
事
に
配
置
換
す
る

唐
津
区
検
察
庁
上
席
検
察
官
を
命
ず
る

〃

唐
津
区
検
察
庁
検
事
に
併
任
す
る

か
ね
て
佐
賀
地
方
検
察
庁
唐
津
支
部
長
を
命
ず
る

●
■

か
ね
て
佐
賀
地
方
検
察
庁
唐
津
支
部
勤
務
を
命
ず
る

を
解
除
す
る

法
務
省

事

項

一
庁
名

3丁
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法 務 省

一
一

九

一

七

一

一
一
ハ

ﾆｰﾐ

五 〃 〃 ’I
－

一
一
一
一
一

平
成
一
三

年

四

一
一
一 七 四

一
一
一■ 五 一

月

｜
’
I

一

七

一

○

一

八 －

一

一

一

○

一

七 ■
一

一

一

○

－

八
日

大
阪
地
方
検
察
庁
検
事
正
に
配
置
換
す
る

法
務
総
合
研
究
所
大
阪
支
所
長
の
併
任
を
解
除
す
る

最
高
検
察
庁
公
判
部
長
を
命
ず
る

最
高
検
察
庁
検
事
に
配
置
換
す
る

法
務
総
合
研
究
所
大
阪
支
所
長
に
併
任
す
る

大
阪
高
等
検
察
庁
次
席
検
事
を
命
ず
る

大
阪
高
等
検
察
庁
検
事
に
配
置
換
す
る

法
務
省
入
国
管
理
局
長
に
充
て
る

最
高
検
察
庁
検
事
に
配
置
換
す
る

’
旭
川
地
方
検
察
庁
検
事
正
に
配
置
換
す
る

最
高
検
察
庁
検
事
に
配
置
換
す
る

大
阪
高
等
検
察
庁
刑
事
部
長
を
命
ず
る

大
阪
高
等
検
察
庁
検
事
に
配
置
換
す
る

大
阪
地
方
検
察
庁
検
事
の
併
任
を
解
除
す
る

大
阪
地
方
検
察
庁
公
判
部
長
を
命
ず
る
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八
日

法
務
省
刑
事
局
付

長
野
地
方
検
察
庁
上
田
支
部
長

法
務
省
刑
事
局
付

名
古
屋
地
方
検
察
庁
検
事

福
岡
地
方
検
察
庁
検
事

法
務
省
刑
事
局
付

宇
都
宮
地
方
検
察
庁
検
事

東
京
地
方
検
察
庁
検
事

司
法
修
習
生
の
修
習
終
了

司
法
修
習
生
を
命
ず
る

東
京
大
学
法
学
部
卒
業

司
法
試
験
第
二
次
試
験
合
格

事
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一 八 四 四 七 月

日

大
阪
高
等
検
察
庁
検
事
長

札
幌
高
等
検
察
庁
検
事
長

最
高
検
察
庁
公
判
部
長

最
高
検
察
庁
監
察
指
導
部
長

法
務
省
矯
正
局
長

最
高
検
察
庁
検
事

那
覇
地
方
検
察
庁
検
事
正

最
高
検
察
庁
検
事

東
京
高
等
検
察
庁
検
事
兼
最
高
検
察
庁
検
事

法
務
省
大
臣
官
房
審
議
官
（
刑
事
局
担
当
）

法
務
省
刑
事
局
刑
事
法
制
課
長

法
務
省
大
臣
官
房
参
事
官

法
務
省
刑
事
局
参
事
官

事

項
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･珊

略 歴

氏名（ふりがな）野々上尚（ののうえたかし）

性別 男

生年月日昭和30年5月17日

学歴 東京大学法学部卒業（昭和54年3月）

司法修習終了（昭和57年4月）

採用試験司法試験

出身地 岡山県

東京地検検事

松江地検検事

新潟地検長岡支部検事

大阪地検検事

大津地検検事

法務省刑事局付

鳥取地検米子支部長

東京地検検事

法務省刑事局参事官

法務省大臣官房参事官（総合調整担当）

法務省刑事局国際課長

法務省刑事局刑事課長

大阪高検検事

法務省大臣官房参事官（総合調整担当）

法務省大臣官房秘書課長

法務省大臣官房審議官（総合政策統括担当）

司法研修所教官（上席）

東京高検検事兼最高検検事

最高検検事

宮崎地検検事正

名古屋高検次席検事

大阪高検次席検事

最高検監察指導部長

公安調査庁長官

福岡高検検事長

昭和57年

昭和58年

昭和60年

昭和61年

昭和63年

平成2年

平成6年

平成8年

平成10年

平成12年

平成13年

平成13年

平成16年

平成17年

平成17年

平成18年

平成19年

平成21年

平成21年

平成21年

平成22年1

平成24年

平成26年

平成27年

平成28年

月
月
月
月
月
月
月
月
月
月
月
月
月
月
月
月
月
月
月
月
月
月
月
月
月

４
３
３
３
３
４
４
４
７
４
４
６
６
１
１
７
１
１
４
７
０
６
７
１
９



内閣総理大臣安倍晋 殿三

福岡高等検察庁検事長

退 官 願

』


